
別紙様式

重要事項説明書

記入年月日

記入者名

所）属 ．J降名

令和 7年月

三浦玲子

管理者

u
 

※サービス付き布齢者向け住宅の登録を受けている有科老人ホームについては、「登録申請書の添付害類等の参

考とする様式について（平成23年10月7日付け厚生労働省老健局商齢者支援課長 ・国土交通省住宅局安心

居住推進課長事務連絡）」の別紙4の記載内容を合わせて記載して始し支えありません。その場合、以下の1か

ら 3 まで及び6の内容については、別紙4の記載内容て~説明されているものとみなし、欄白体を削除して差し

支えありません。

1.事業主体概要

事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

事業主体の名称 法人等の種類 なし 1、：特定非営利活動法人
名称 （ふりがな） とくていひえいり力つど祖起んりん炉ぶ如つしどうせんた一

特定非営利活動法人倫理生活指導センター

半業主体の主たる事務 〒799-0431

所の所在地 愛媛県四国中央市寒）1|町738-1

電話番号 0896-24-5911 

事業主体の連絡先 FAX番号 0896-24-5918 

メールアドレス

ホームページ なし

アドレス 乃 ；http://www.rinkun.com
事業主体の代表者の 氏名 井上富男

氏名及ひ可膨名 耶光 理事

事業土体の設立年月 Fl 平成I1年12月13 Fl 

主な尖施事業 ※別添1

2 有料老人ホーム事業の概要

（住まいの概要）

名称 （ふりがな） ぐる一ぷりびんぐふぁみーるにいはま

グループリビングファミールにいはま
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所在地 〒792-0874

愛媛県新居浜市長岩町2-46

主な利川交通手段 景寄駅 J l{多喜浜駅

交通手段と所尖時間 車で乗車約3分

連絡先 電話番号 0897-67-1922 

FAX番号 0897-67-1923 

メールアドレス kawahigashi_cenね1@agusasnet.jp

ホームページアドレス http : // 

筒理者 氏名 三浦玲子

廊祐I 看護師

建物の竣工日 平成12 年 4 月30 日

有料老人ホーム事業の開始日 平成12 年 8 月 1 R 

（類型）【表示事項］

1 介護付（一般型特定施設入居者生活介泄を提供する場合）

2 介護付 （外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を提i共する場合）

妃）主宅型

4 疇 型

1又は2に 介護保険事業者番サ

該当する場合 指定した自治｛和名 呆（市）

事業所の指定日 年 月 Ll 

指定の更新u（直近） 年 月 H 

3 土地建物概要

土地 敷地面和 4 9 4. 3 9 噴

所有関係 1 事業者が自ら所有する土地

C汎 凜者が賃借する十地 （普通賃借・疋期賃借）
抵当権の有無 IA あり 2 なし

契約期間 心あり

（半成12年8J-J 1 LJ～令和12~1-7月 3 1目）

2 なし

契約の自動更新 こ）ぁり 2 なし
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建物 延床面梢 全体 282. 02 nf 

うち、老人ホーム部分 m 
耐火構造 1 耐火建築物

①緬灼鰈物

3 その他（ ） 

構造 1 鉄筋コンクリート造

①岬迅

3 木造

4 その他（ ） 

所有関係 1 事業者が自ら所有する建物

2 事業者が賃借する建物（将通賃借・定期賃借）

抵当権の設定 1 あり C)なし
契約期蘭 旦戌刃

（令和元年4月1日～令和7年7月31 U) 

2 なし

契約の肖勅更新 6況り 2 なし
屈室の状況 くl)全室個室儲故者居室を含む）

届室区分 2 相部屋あり

【表示事頃］ 最少 人部犀

最大 人部屋

＼ トイレ 浴室 面積 戸数・室数 区分※

タイプ1 這ゾ無 有父叡 18. 478 m 4 一般居室個宰

タイプ2 有／無 有／無 ボ

タイプ3 有／無 有／無 m2 

タイプ4 有／無 有／無 m2  

タイプ5 有／無 有／無 m2  

タイプ6 有／無 有／無 ポ

タイプ7 有／無 有／無 m2  

タイプ8 有／無 有／無 m2  

タイプ9 有／無 有／無 m2  

タイプ10 有／無 有／無 吋

※「一般居室個室」「一般居室相部屋」「介護居室個室」 「介護居室相部屋」「一時介護室Jの別を記入3

共用施設 共用便所における うち男女別の対応が可能な便房 ヶ所

便房
1ヶ所
うち車椅子等の対応が可能な便房 1ヶ所

個室 1ヶ所
共用浴室 1ヶ所

大浴場 ヶ所

共用浴室における ヶ所 チェアー浴 ヶ所
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介護浴槽 リフト浴 ヶ所

ストレッチャー浴 ヶ所

その他（ ） ヶ所

食器 いり 2 なし

虚者や家族が利用 I~り 2 なし

できる調理設備

エレベーター 1 あり（卓椅7対応）

2 あり（ストレッチャー対応）

3 あり（上記1• 2に該当しない）

こ）なし

消防用設備 消火器 0予り 2 なし

等 店動火災報知設備 I つりあり 2 なし

火災通報設備 Q》)り 2 なし

スプリンクラー 虹り 2 なし

防火竹理者 りり 2 なし

防災計画 1)あり 2 なし

居室 便所 浴室 その他（食堂 ） 

緊急通報装四等 1 あり 1 あり 1 あり 丘〉あり

2 一部あり 2 一部あり 2 部あり 2 部あり

百ツよし mなし 百 よし 3 なし

その他

4.サービスの内容

（全体の方針）

運営に関する方針

サービスの提供内容に関する特色

人浴、排せつ又は食事の介護 :1)自ら文施 2 委託 3 なし
食事の提供 Q自ら丈施 2 委託 3 なし

洗潅、掃除等の家事の供与 パー）自ら実施 2 委託 3 なし

健康管理の供与 の自ら実施 2 委託 3 なし

安否確聡又は状況杷握サービス /、l)自ら疇 2 委託 3 なし

生活相談サービス いら実施 2 委托 3 なし
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暉 サービスの内容）※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない場合は省略可能

特定施設入居者生活介護の加第の 人居維続支援加算 I なし 2 加箆I 3 加第II

対象となるサービスの体制の有無
テクノロジーの導人い、

なし 2 あり1 
居継続支援加符閲係）

生活機能向上連携加符． 1 なし 2 加鉢I 3 加算rr

個月帳億能訓練加岱 1 なし 2 加箕I 3 加靡II

ADL維持等加岱（市出）の
なし 2 ありI 

有無

夜開看護体制｝JO符 1 なし 2 あり

芥年性認知症入居者受入
なし 2 あり1 

加算

科学的介誰推進体制加'# 1 なし 2 あり

医療機関連携加算 1 なし 2 あり

n胚嘩生管理体制加算 1 なし 2 あり

い腔・栄養スクリーニン
あり1 なし 2 

グ加葬

退院・退那l繹携加算 1 なし 2 あり

看取り介護加算 1 なし 2 加算I 3 加算Il

認紅症専門ケア加算 1 なし 2 加算I 3 加算u

サービス提供体翻狙化加 1 なし 2 加算I 3 加算II

算 4 加算11I

1 なし 2 加算I 3 加算1I
介護職員処退改善加算

4 加算III 5 加算IV 6 加算v

介護職員等特定処遇改善
なし 2 加算I 3 加算II1 

加符

人員配置が手厚い介獲サービスの
あり

妍泄・看獲職員の配置率）
1 

実施の有無 : 1 

2 なし

（医療連携の内容）

医療支援 1)救急車の手配

※複数選択可
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勺、通院介助

4 その他（ ） 

協））医療機関 1 名称 ＝木に院

住所 新居浜市坦生］丁日 7-34

診療科目 内科、梢化器内科、 呼吸器内科

協力科日 健康相談

協力内容

2 名称

住所

診療科目

協力科目

協））内容

協力歯科医療機関 名称

住所

協力内容

（入居後に居室を住み替える場合）※住み替えを行っていない場合は省略可能

入居後に居室を住み替える場合 1 一時介護至へ移る場合

※複数選択可 2 介護居室へ移る場合

3 その他（ ） 

判断基準の内容

手続きの内容

追加的股用の有無 1 あり 2 なし

居室利用権の取扱い

前払金償却の調照の有無 1 あり 2 なし

従前の居室との 面籾の増減 1 あり 2 なし

仕様の変更 便所の変更 1 あり 2 なし

浴室の変更 1 あり 2 なし

洗面所の変史 1 あり 2 なし

台所の変史 1 あり 2 なし

その他の変更 （変更内容）
1 あり

2 なし

（入居に関する要件）

入居対象となる者

【表示事項】

自立している者

要文援の者

し

し

な
一
な

2

2
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要介護の者 い）ぁり 2 なし

留意事項 ・年齢は60歳以上の方で性別は不閲

・身体介護が必要な方で、 人暮らしの方も人居可能，

・常時医放的な対応が必要でないこと。

・契約期間中で月額利川料の支払いが可能であること。

・公的な伝療保険に加入していること。

・当法人の連営方針に費同できること。

契約解除の内容 虚偽の記載による不花入居、家賃等債務の文払いの度々の滞納等

解約条項 ・入居申込等に虚偽の記載をし、不正に入居

した時3

・家賃、管理費その他の俵務のしばしば遅滞

する時。

事業主体から解約を求める場合 •他の利用者の牛活または健康に霊大な被害

を及ぼし、契約ヒの信頼朋係を著しく害する

ような場合であって、一定期間の観察の結果、

改善の見込みがないと判断された眠

解約予告期間 3ヶJ-j

人居者からの解約予告期間 1ヶ月

｛加験刃吾の内容 Q皇り （内容： l泊2Fl3000円で1Fl 3食、光熱投含む ） 

2 なし

人届定貝 4人

その他

5 職員体制

※有料老人ホームの職員について記載すること（同一法人が運営する他の事業所の職員については記載する必

要はありません。）

（職種別の職員数）

＼ 
職員数（実人数） 常勤換舞人数

合計 ※1 ※2 

常勤 非常勤

管理者

牛活祖談員

直接処遇職員

介護職員

看護職員

機能訓練指導員

計画作成担当者
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栄蒼 l:

調理員

事務員

その他餓員

1週聞のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数※2

※l 常勤換笏人数とは、当該耶業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべ

き時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換節した人数をいう。

※2 特定lj輯＆刃吾者生活介隈等を提供しない椒合は、記入不坐。

（資格を有している介護職員の人数）

＼ 
合計

常勤 非常勤

社会福祉士

介護福祉士

実務者研修の修了者

（旧基礎研修・ 1級課程）

初任者研修の修了者

(IA 2級課程）

介獲支援専門員

（資格を有している機能訓練指導員の人数）

＼ 
合計

常勤 非路勤

看護師又は准看護師

理学療法士

作業療法士

言語聴鎚士

柔道披復師

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

（夜勤または宿直を行う看護・介護職員の人数）

夜勤帯の設定時間（ 時～ 時）-------- 平均人数 最少時人数（休憩者等を除く）

看護J厳員 人 人

介護J懺員 人 人
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（特定施設入居者生活介護等の提供体制）

特定施設入居者生活介獲(/) 契約上の職員配置比率※ a l. 5 : 1以上

利用者に対する看渡・介護 （表示事項l b 2 : 1以上

J戦員の割合 C 2. 5: 1以上

（一般型特定施設以外の場 d 3 : 1以卜・

合、本欄は省略可能）

火際の配嵌比率

（記入日時点での利用者数：常勤換仰餓員数）
: l 

※広店、パンフレット等における記載内容に合致するものを選択

外祁サーピス利川型特定施設である有料 ホームの職員数 人

老人ホームの介護サービス提供体制（外 訪問介護事業所の名称

部サービス利川型特定施設以外の場合、 訪問看護事業所の名称

這は省略可能） 通所介護事業所の名称

（職員の状況）

他の職務との兼務 I (T)あり 2 なし

管理堵
業務に係る資格I:1 診り

等 I資格等の名称 1看護士

2 なし

看護職員 介護職員 生活相談員 機能訓練指導員 計画作成担当者

常勤 非常勤 常勤 非常勅 常勤 非常勤 常勤 非常勤 謬 非常勤

前年度1年聞の

採用者数

前年度1年間の

退職者数

応じ 務業
1イi：．未満

1年以上

3{「末満

3年以上

5年未満

5年以l・・

10年未樅

10年以1-・

従業者の他康診断の実施状況 q 2 なし
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6.利用料金

（利用料金の支払い方法）

居住の権利形態 亨 彰

【表示事項】 2 建物貨貸借方式

3 終身建物賃貸借方式

1 全額前払い方式

2 一部前払い・一部月払いh式

利用料金の支払い方式 筵少ムい方式

【表示事項】 4 遇彬U式 1 全額前払い方式

※該当する方式を全て選択 2 一部前払い・ 部月払い方式

3 月払い方式

年齢に応じた金額設定 1 あり C2沙し

要介艘状態に応じた金額設定 1 ありに阜）よし

入院等による不在J!寺における 1 疇iなし

利用料金（月払い）の取扱い 1ロ3ニ不り割在期り計間算がで疇日以臼ーの場合に限り、 旧割り計箕で減額
利用料金の 条件 家賃、食贅、管理贅は、物価の変動に基づき、 運営懇談会i編義・決定の上、

改定 犀内掲示した後改定する。

手続き 迎営懇談会協議・決定の上、犀内掲示した後改定する。

（利用料金のプラン【代表的なプランを2例】）

プフン1 プフン2

入居者の状況 要介護度 要介護1 要介護2

年齢 7 1歳 89栽

居室の状況 床面積 18. 478nf ボ

便所 足 2 鉦」.、、 5万ぅ 2 無
浴宅 1 有 て育う 1 有 ◎鈎
台所 （育う 2 無 《兌） 2 佃’‘̀‘ 

人居時点で必要な費用 前払金 円 円

敷金 円 円

月額潰用の合計 円 円

r冬上ァイ只ヨと 35, 000円 3 5, 0 0 0円

了 特定施設入居者生活介護※1の費用 円 円

ビ 食費 伽':t250円、昼食300礼夕食300Fl 醗 250円、昼食300礼夕食四円
ス

嘉
管理骰 3 5, 0 0 0円 35,000円

介護巽用 別途 円 別途 円

光熱水費 管珂隈に含む円 管理投に含む円
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-| | |その他
※1 介護予防・地域密着型の場合を含む。

※2 有料老人ホーム事業として受領する1も用（訪閣介訛などの介護廂倹サービスに関わる介護披用は、

同一法人によって提供される介渡サービスであっても、本欄には記人していない）

I 円l 円

（注） NHK受信料については、人居者が個々で契約して負担してください。

（利用料金の算定根拠）

費目 符定札鳴

家賃

敷金 家賃の ヶ月分

暉贄用 ※介護保険サービスの自己負担額は含まない。

管理費

食翡

光熱水費

利用者の個別的な選釈によ 別添2

るサービス利用料

その他のサービス利用料

（特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠）※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない

場合は省略可能

貨目 算定根拠

特定｝廊役刃吾者生活介獲※に対する自己負担

特定施設入居者生活介獲※における人員配置が手！享い場

合の介護サービス（卜.乗せサービス）

※鋼應予防・地域密着型の場合を含む。

（前払金の受領）※前払金を受領していない場合は省略可能

算定根拠

和定居廿鳴り間（償却年月数） ヶ月

償却の閑始日 人j舌日

想定居住期間を超えて契約が繰続する場合に備えて受
円

領する額（初期償却額）

初期低却率 ％ 

返還金の 入居後3月以内の契約終了

算定方法 入居後3月を超えた契約終了
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前払金の 1 連帯保証を行う銀行等の名称

保全先 2 信託契約を行う信託会社等の名称

3 保証i紺倹を行う保険会社の名称

4 全国h料老人ホーム協会

5 その他（名称 ：

7.入居者の状況【冒頭に記した記入日現在】

（入居者の人数）

付男I」 男性

女性

年齢別 65栽未満

65栽以卜・75歳未禍

75歳以卜＿85歳未湖

85寂以上

要介護度別 自立

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介獲5

入居期間別 6ヶ月未満

6ヶ月以上1年末満

1年以上5年末満

5年以上10年未満

JO年以上15年末満

15年以上

（入居者の属性）

平均年齢

入居者数の合計

人居率※

） 

1人

3人

人

1人

人

3人

人

人

人

人

1人

1人

2人

人

人

1人

1人

2人

人

人

8 2. 2 5歳

4人

100% 

※ 入居者数の合計を入居定員数で除して得られた割合。 ―・時的に不在となっている者も人居者に含む。
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（前年度における退去者の状況）

退去先別の人数 自宅等 人

社会福祉抽殴 人

医療機関 人

立 1人

その他 人

生前fi絲勺の状況 施設側の申し出 人

⑭絲勺事中の例）

入居者側の中し出 人

侑年約事化の例）

8 苦惰・事故等に関する体制

（利用者からの苦情に対応する窓口等の状況）※複数の窓口がある場合は欄を増やして記入すること。

窓いの名称 高齢者福祉実践センター

電祖悉号 0897-67-1922 

対応している時間 平日 午前9時30分～午後5時

士曜 午前9時30分～午後5時

IJ曜・祝E

定休日 日曜、祝R、8/14~1 6、10/16~1 8、12/29~1/3 

（サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応）

損害賠傲責任保険の加入状況 （ □)あり （その内容）

2 なし

介護サービスの提供により賠倣すべき事 J )り （その内容）

故が発生したときの対応 2 なし

事故対応及びその予防のための指針 ¢》り 2 なし

（利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等）

利用者アンケート調査、 実施H

意見箱等利m者の意見等 1 あり あり 2 なし結果の開示 1 

を把握する取組の状況
返少し
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第二者による評価の実施 実施日

揺 1 あり 訊叶ill騰関名称

結果の開示 1 あり 2 なし

危少し

9 入居希望者への事前の情報開示

入居契約害の雛形 旦二入居希望者に公開

2 人店希笠者に交付

3 公湘していない

管理規程 ご〉ば韓望者に公開

2 入居希望者に交付

3 公開していない

事業収支計画書 1 入居希望者に公開

2 入居希望者に交付

1巳〉な湖していない

財秒f諸表の要旨 1 入居希望者に公開

2 繹希望者に交付

｀開していない

財務諸表の原本 1 入居希望者に公開

2 入居希望者に交付

3 ‘開していない

1 0.その他

運営懇談会 ＼ □ぁり （開催頻度） 年 1 回

2 なし

1 代柊措罹あり （内容）

2 代替措置なし

提携ホームヘの移行
I□戸 （提携ホーム名：グループリビング倫煎、、

［表示事項】 グループリビングファミールおおず ） 

2 なし

有料老人ホーム設慨時の老lこあり 2 なし

人福祉法第29条第1頃に規 3 サービス付き紺怜者向けイ1宅の登録を行っているため、高齢者の届住の

定する届出 安定確保に関する法律第23条の規定により、屈出が不要

14 



商齢者の居住の安定確保に 1 あり 竺 よし

閑する法礼第5条第1項に

規定するサービス付き高齢

者向け住宅の登録

有料老人ホーム設置運営指 1 あり 疋うし

導躙i• 「 5. 規模及び侶造設

備Jに合致しない事項

合致しない事項がある場

合の内容

「6.既存建築物等の活用 1 適合している（代替措猶）

の場合等の特例Jへの適合 2 適合している（将来の改善計画）

性 3 適介していない

有料老人ホーム設嵌運営指

導指針の不適合事項

不適合事項がある場合の

内容

添付書類：別添l 侶Ilに実施する介護サービスー懺表）

別添2 （個別選択による介腹サービス一覧表）

※
 

様

説明年月 H 年 月 E
 

説明者署名

※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の著名を求める。
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別添1 事業主体が県内で実施する他の介護サービス

介護サービス笠の稲煩 併設・隣接の状況 事業所の名称 所在地

＜居宅サービス＞

訪問介護 あり＼ なし 併設 ・隣接 別紙参照
訪問入浴介護 あ なし 併設 ・隣接
訪問看護 あり なし 併設 ・隣接
訪問リハビリプーション あり なし 併設 ・隣接
居宅療養管理指導 あり なし 併設 ・隣接
通所介護 あり なし 併設 ・隣接
通所リハビリプーション あり なし 併設 ・隣：
短期入所生活介泄 あり なし 併設 ・隣：．

麟入所療養介護 あり なし 併設 ・隣＇：
特定施設入居者生活介誰 あり なし 併設 ・隣接
福祉舟具貸与 あり なし 併設・隣接
特定福祉用具販売 あり なし 併設 ・隣接

く地域密杵型サービス＞

定期巡回・随I拐寸応型訪問介護看護 あり なし 併設・隣接
夜間対応型訪問介跛 あり なし 併設・隣接
認知症対応型通所介i俊 あり なし 併設 ・隣毯

地繹諏麟所介渡 あり なし 井説 ・隣接
小規模多機能型居宅介護 あり なし （）・設 ・隣接
認知症対応型共同生活介護 あり なし 11 設 ・隣抒
地域密着型特定施設入居者生活介随 あり なし 1が設 ・隣接
地聯密着型介護老人福祉廊設入⑲渚生活介護 あり なし ｝・設 ・隣接
看護小規模多機能型居宅介護 あり なし 11 ：設 ・隣接

居宅介獲支援 ピ なし 併設 ・懇接 別紙参！展

く居宅介護予防サービス＞

信俊予防訪問入浴介護 あり なし 併設・隣接
介護予防訪問看緩 あり なし 併設・隣接
履 予防訪間リハビリァーション あり なし 併設・腐オ妾
介護予防居宅療養管理指導 あり なし ｛ヒ設・腐甘妾
介俊了や方通折リハビリテーション あり なし 設・ II?追芝
介護予防短期入所生活介護 あり なし 言ザ・ 1位；榜

介護予防短期入所療養介護 あり なし ー設・隣接
介護予防特定施設入居者生活介護 あり なし 井設・隣接
介護予防福祉用具貸与 あり なし 併設・隣接
特定介護予防福祉用具販売 あり なし 併設・隣接

く地域究着型介護予防サービス＞

介護予防認知症対応型通所介護 あり なし 併設 ・隣接
介護予防小規模多機能型居宅介護 あり なし 併設 ・隣接
介護予防認知症対応型共同生活介護 あり なし 併設 ・隣接

介護予防支援 包 なし 併盤 ・隣接 別紙参照

＜介護保険施設＞
介護老人福祉施設 あり なし 併設 ・隣接
ク艘老人保健施設 あり なし 併設・隣接
介艘療養型医療施設 あり なし 1｝：設 ・隣接
ク艘医療院 あり なし 併設 ・隣接

＜介獲予防• H常生活玄楓総合主器＞

訪問型サービス あり なし 併設 ・隣接
通所型サービス あり なし 併設 ・隣接
その他の支援サービス 紐 基 併設 ・隣速
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別添 2

藉歪麗設入居者生活介護
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサーピスの一覧表

（地域密着型・介護予防を含む）の指定の有無

個別の利用料で、実施するサービス
（利用者が全額負担）

拭

旬

清
＿―
ぇ

蔚

．

替

交

助

一＿
二ニ`：

貫―
＿魯

l

紅
扉

介

特定施設入居者生
活介護費で、実施す
るサービス（利用者
一部負担※1) 包含※2

都度※2

あり

備

料金※3

[ 

尻

ーロ□□~-
に

考

o-1五請求
-0

10
 

生活サービス

居室清掃

リネン交換

日常の洗濯

居室配膳 ・下膳
-------

入居者の嗜好に応 じた特別な食事
----- - 1-'= 

おやっ

理美容師による理美容サービス

買い物代行
— • 

役所手続き代行

金銭 ・貯金管理

健康管理サービス ゜

※付添いができる範囲を明確化すること

し
し
し
し

な

な

な

な

。。
。一。。言
言

し

し
し

し

な

な
＿号

り
り

り

り

あ

あ
ーあ

あ

ー1 1 

※利用できる範囲を明確化すること

実費請求
l -

入［筐;三町□□□三1（あり

移送サービス ー~ ＿ ぁり
天雨芦謬行

阿言□三；ょ口包含される楊合と、サー ピス利用の都度払いこよる場合，ーだじて いずれかの欄に0を記入するc

0

0

 

ー
実費請求 透回数（年0回など）を明確化すること

o
lo
 

: ·— I 

※付添いができる範囲を明確化すること
I- - - ' 
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別表

有料老人ホームの類型

1頬型 II類翌の説明 I 
介護付有料老人ホ 介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。

ーム 介獲が必斐となっても、当該合・料老人ホームが提供する特定施設入居者生活

(.般型特定施設 介護を利用しながら当該有料老人ホームの居奎で生活を継続するごとが可能

入居者生活介獲） です。（介泄サービスは有料老人ホー」ムの職員が提供します。特定施設入居者

生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表ぷする

ことはできませんu)

介峻付有料老人ホ 介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です99

ーム 介護が必要となっても、当該有料老人ホームが捉供する特定施設人居者生活

（外部サービス利 介護を利用しながら当該布哨斗老人ホームの店玉で生活を継続することが可能

用嬰特定施設人居 です。（有料老人ホームの職員が安否確認や計匝作成等を実施し、介護サービ

者生活介護） スは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設人居者牛活介護の

指定を受けていない有料老人ホームについては介泄付と表示することはでき

ません。）

住宅型有料老人ホ 生活支援等のサービスが付いた高齢者l句けの居住施設です。

ーム（注） 介護が必要となった場合、入居者『身の選択により、地域の訪問介護等の介

護サービスを利用しながら？i該有料老人ホームの居宰での生活を継続するこ

とが可能です。

健康塑什ー料老人ホ 食ギ等のサービスが付いた高齢者向けの居仕施設です。介護が必要となった

ーム（注） 場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

注） 特定施設人居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等にお

いて「介護付き］、「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。

〇有料老人ホームの表示事項

表示事項 表示事項の説明

居住の権利形 利用権方式 建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の契約の形態

態（右のいず で、居仕部分と介護や牛活支援等のサービス部分の契約が一

れかを表示） 体となっているものですD

建物賃貸借方式 貨貸住宅における居住の契約形態であり、居住部分と介護等

のサービス部分の契約が別々になっているものです。入居者

の死亡をもって契約を終（するという内容は有効になりませ

ん。
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終身建物貨貸借方 建物貨貸借換約の特別な類型で、都逆府県知事から高齢者の

式 居什の安定確保に関する法律の規定に基づく終身建物賃貸借

事業の認可を受けたものです。入居者の死亡をもって契約を

終了するという内容が有効です。

禾ll)1j料の支払 令額前払い方式 終身にわたって受伯する家笠又はサービス費用の全部を前払

い方式 金として一括して受額する方式

（注1・注2) 一部前払い・一部 終身にわたって受領する家賃又はサービス費用の一部を前払

月払い力式 いとして一括受領し、その他は月払いする方式

月払い方式 前払金を受領せず、家賃又はサービス費用を月払いする方式

選択方式 入屈者により、全額前払い方式、一部前払い・ 一部月払い方

式、月払い方式のいずれかを選択できます。どの方式を選択

できるのかを併せて明示する必妾があります。

入居時の要件 入居時自立 入居時において自立である方が対象です。

（右のいずれ

かを表示）
入居時要介護 入居時において要介艘認定を受けている力（坐支援認定を受

けている方を除く）が対象です。

入居時要支援・要 入届時において要支援認定又は要介護認定を受けている方が

介護 対象です。

入居時自立・要女 自立である方も要支援認定・要介護認定を受けている力も入

援・要介護 居できますu

介護保険 愛媛県指定介護保 介護が必要となった場合、当該有料老人ホームが提供する特

険特定施設 定施設入店者生活介護サービスを利用することができます。

（一般塑特定施 介獲サービスは台湘料老人ホームの職員が提供します。（注3)

設）

愛媛県指定介護保 介獲が必坐となった場合、当該有料老人ホームが提供する特

険特定施設 定施設入居者生活介護サービスを利用することができます。

（外部サービス利 有料老人ホームの戦員が安否確認や計画作成等を実施し、介

用型特定施設） 護サービスは委託先の介護サービス屯業所が提供します。（注

3) 

在宅サー—ビス利用 介護が必要となった場合、介護保険の在宅サービスを利用す

可 るホームです。

居奎区分（右 全奎個至 介股が必要となった場合に介護サービスを利用するための一

のいずれかを 般民室又は介護居室が、すべて個室であるホームです。 （江

表ぶ。※には 5) 

1~4の数値 相祁屋あり（※人 介護居室はすべて個室ではなく、相部屋となる場合があるホ

を表示） 部屋～※人部屋） ームをいいます。

（注4)
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一般型特定施 1. 5 : 1以上 現在及び将来にわたって要介護者3人に対して職員2人（要

設である有料 介護者 1.5人に対して職員 1人）以卜・の割合（年度ごとの平

老人ホームの 均値）で職員が介護に当たります。これは介護保険の牡が施

介護にかかわ 設人居者生活介護の某準の2倍以上の人数です。

る職旦体制 2 : 1以卜＿ 硯存及び将米にわたって要介護者2人に対して駿員 l人以 I..:

（右のいずれ の割合（年度ごとの平均値）で職員が介護に当たります。こ

かを表ぶ） れは介股保険の特定施設入居者生活介護の基準の1.5倍以

（注6) 上の人数です。

2. 5 : 1以上 現在及び将来にわたって煤介護者5人に対して職員2人（要

介護者2.5人に対して転員 l人）以ヒの割合（年度ごとの‘|f

均値）で職員が介護に当たります。これは介護保険の特定施

設人届者生活介護で、手原い職員体制であるとして保険外に

別途牲用を受領できる場合の某準以卜．の人数です。

3 : l以上 現在及び将来にわたって要介護者3人に対して職員 1人以上

の割合（午度ごとの‘V均値）で識員が介i俊に当たりますU 介

護保険の特定施設入居者生活介護のサービスを提供するため

に少なくとも満たさなければならない基準以上の人数です。

外部サービス 有料老人ホームの 有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、

利用型特定施 職負※人 介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供しま

設である有料 委託先である介護 す。

老人ホームの サービス＃業所

介護サービス 訪問介護

提供体制（※ ※※※※※ 

に職員数、※ 訪問看護

※※※※に介 ※※※※※ 

護サービス市 通所介護

業所の名称を ※※※※※ 

入れて表示）

（注7)

その他（右に 捉椀ホーム利用可 介護が必要となった場合、提携ホーム（同•設泄者の有料老

該当する場合 （※※※ホーム） 人ホームを含む）に住み杵えて（地域密若型）特定施設入居

にのみ表示。 者生活介護を利用することができます。 （注8)

※※※に提携

先の有料老人

ホームを入れ

て表示）

注 1) 老人福利法の改lドを受けて、従来は「時金」「時金方式」と記載していた項目については「前・

払金」 「前払い方式」と修正していますが、当面の間、広告、パンフレット等において「一時金」

「・時金方式」という表現を使用することも可能です。なお、 「前払金」については、家賃又は

20 



サーピス費用の前払いによって構成されるものであることから、その実態を滴切に表現する名

称として、広告、パンフレット等の更新の機会に応じて、順次、 「前払合」という名称に切り替

えるようにすることが望ましいものと考えます。

注2) 「前払金）j式（従来の•時金）j式）」については、 「家貨又はサービス費用の全額を前払いする

こと」と、 「家賃又はサービス贄用の一部を前払いし、一部を月払いすること」では、支払方法に

大きな達いがあるごとから、前者を「全額前払い方式」とし、後者を「一部前払い・一部月払い方

式」としています。当面の間、広告、パンフレット等において、従来どおり「一時金力式」という

表現を使用することも可能ですが、その場合であっても、人居希望者・入居者への説明にあっては、

家貸又はサーヒっq〖}f-Jの全額を前払いする方式なのか、一部を前払いする力.式なのかを、丁寧に説

明することが望ましいものと考えます。

注3)入屈者が希望すれば、当該有料老人ホームの特定施設入居者生活介護サービスに代えて、訪問介

護筈の介護サービスを利用することが可能です，

注4)一般届宰はすべて佃半となっています。この表示事項は介護居室（介護を受けるための専用の室）

が個室か相部屋かの区分です。従って、介護居室を特に設けず、一般屁室において介護サービスを

提供する有料老人ホームにあっては、 「個奎介護」と表示することになりますn

注5)個室とは、建築基準法第 30条の「界壁」により隔てられたものに限ることとしていますので、

ーの居至をふすま、可動式の壁、収納家具等によって複数の空間に区分したものは個宰ではありま

せん。

注6)介護にかかわる職貝体制は、当該有料老人ホームが現在及び将来にわたって提供しようと想定し

ている水茫を表示するものです。従って、例えば、視在は要介護者が少なく1.5 : 1以卜．を満たす場

合であっても、要介護者が増えた場合に2.5 : 1程度以上の介護サービスを忠定している場合にあっ

ては、 2.5 : 1以上の表示を行うごとになります。なお職貝体制の算定方法については、 「指定居宅

サービス等の事棠の人員、設備及び運営に関する基準」第175条第 1項第2号イ及び1百1第2項の規

定によります。なお、 「1.5 : 1」、 「2: 1」又は「2.5 : I」の表示を行おうとする有料老人ホーム

については、年度ごとに職貝の割合を算定し、表示と実態の乖離がないか自ら検証するとともに、

入届者等に対して算定結果及びその算定方法について説明することが必要です。

注7) 訪問介護、訪問看護及び通所介護以外のサービスについて、委託先のサービス事業所がある塩合

には、サービス区分及びサービス事業所の名称を表示することが必要ですu

注8)提携ホームには、介護老人保健施設、病院、診療所、特別義護老人ホーム等は含まれません。
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別紙1

く居宅サービス＞

事業所の名称・所在地

・高齢者福祉実践センター

・倫理生活指導センター

・倫理生活指導センター大洲

新居浜市多喜浜町2丁目 7-64

松山市住吉1丁目 5-2

大洲市常盤町81-1
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